
三重県知事　あて
公益財団法人三重県農林水産支援センター理事長　あて

１．事業者所在地又は連絡先
（１）申請者について

（２）加工責任者（担当部所）について

２．申請する加工品に使用する品目

３.申請する加工について （該当するものに○を付す）
72 精米加工
82 仕上げ茶加工
900 その他加工 → その他加工の場合、加工の種類（該当するものに○を付す）

精麦

焙煎 搾汁
搾油

製粉 粉砕

E-ｍａｉｌ

市町村名

字番地
TEL
FAX

携帯電話

郵便番号 県　名

（フリガナ）

氏　名

乾燥

裁断

品目名

人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度　加工品関連認定申請書【生産者用】

担当部所名
（事務局）

県　名

TEL

加工責任者
（担当者）

携帯電
話

郵便番号 市町村名

法人代表者

HP
アドレス E-ｍａｉｌ

登録番号

（フリガナ） （フリガナ）

個人・法人名

（様式第C-1号）　　　　　　　　　　　

　人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度登録等要領第２の規定により、申請します。

FAX字番地

年　　　月　　　日



３．加工施設所在地
①

②

４．認定品目の仕入れ先の状況

５．各種記録簿整備状況

※実施中、実施予定いずれかの欄に○印を記入する。

６．加工施設管理状況

③異物混入防止管理の徹底

④廃棄物管理の徹底

７．加工品（製品について）

※販売先：消費者がどこで購入できるか、主な小売店について記入してください。

８．登録要件
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②制度運営機関や県が行う必要な調査などに協力します。（要領第８）
③制度の趣旨に反する行為が明らかとなった場合は、登録・認定を取り消すことがあります。（要領第８）
④登録・認定の取り消しに伴う損失は、登録・認定を受けた者がこれを負うこととします。（要領第８）

９．添付資料 　 　
（１）加工施設概要書（様式第Ｃ-2号）
（２）加工施設に関する衛生管理確認票（Ｃ－５）

①登録生産者は、認定を受けた生産物やその表示に対する責任を負うものとし、認定を
受けた生産物による健康被害発生等に関する損失負担は、登録生産者がこれを負うも
のとします。（要綱第１１）

①原材料混入防止の徹底

②加工品出荷記録

①加工記録

※実施中、実施予定いずれかの欄に○印を記入する。

②衛生管理の徹底

管理区分 実施中 実施予定

③表示票管理記録

①自作分のみ

③自作分は無く、仕入れのみ

市町村名

TEL
FAX

該当に○

県　名

実施予定

郵便番号

状況

記録区分 実施中

市町村名

字番地

TEL
FAX

県　名

②自作分と他からの仕入れ

（１）登録生産者の責務 同意する 同意しない

字番地

主な販売先

予定生産量商品名

郵便番号

注）他からの仕入れがある場合は、様式Bによ
る登録・認定申請が必要です。


